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一般建築物石綿含有建材調査者試験
【一般】第１章　建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識　1　
	問題1
	「建築物石綿含有建材調査」に関する①～④の記述のうち、不適切なものを選びなさい。

	
	1 書面調査、目視調査を踏まえて、石綿含有の疑いがある建材が存在しなかった場合も、石綿含有建材がない旨の建物調査報告書を作成し、建築物の所有者等で調査を依頼した者に提出する。

	
	2 国内では、1956（昭和31）年から、吹付け石綿が販売されていた。

	
	3 1996（平成8）年、石綿が1重量パーセントを超えて含有する吹付け作業が原則禁止と強化され、労働安全衛生法施行令の改正で、茶石綿（アモサイト）・白石綿（クリソタイル）の製造などの禁止が行われた。

	
	4 2005（平成17）年には、石綿障害予防規則が制定され、吹付け作業が全面禁止となった。




	問題2
	「石綿の定義、種類、特性」に関する①～④の記述のうち、不適切なものを選びなさい。

	
	1 石綿とは、自然界に存在するけい酸塩鉱物のうち繊維状を呈している物質の一部の総称である。

	
	2 アモサイトとクロシドライトは吹付け石綿として使用され、クロシドライトは石綿セメント管にも多く使用された。

	
	3 石綿の特性として、引張りに強く、摩擦・摩耗にも強い点がある。

	
	4 厚生労働省通達では、石綿を「繊維状を呈しているアクチノライト、アモサイト、セピオライト、クリソタイル、クロシドライト及びトレモライト」と定義している。




	問題3
	「石綿による疾病、環境の石綿濃度」に関する①～④の記述のうち、不適切なものを選びなさい。

	
	1 石綿粉じんの人体の吸入経路は、「1.鼻腔」→「2.喉頭」→「3.気管」→「4.気管支」→
「5.細気管支」→「6.肺胞」である。

	
	2 石綿関連呼吸器疾患として、石綿肺、肺がん、中皮腫、良性石綿胸水などがあるが、びまん性胸膜肥厚はこれに該当しない。

	
	3 タバコと石綿の共同効果は相加作用を示し、石綿肺の所見のある者に限ると、相加作用を上回る結果であった。将来の肺がんの危険性を減らすためには、禁煙することが非常に大切である。

	
	4 非喫煙者の肺がんリスクを１とすると、非喫煙の石綿ばく露者の肺がんリスクは5.2倍となっている。








	問題4
	「石綿による疾病、環境の石綿濃度」に関する①～④の記述のうち、不適切なものを選びなさい。

	
	1 中皮腫は、他の疾患に比べ石綿ばく露との因果関係が非常に強く、最も潜伏期間が長いことが知られている。

	
	2 各種環境における石綿濃度を把握することも、調査者にとって重要である。

	
	3 石綿含有建材の切断や加工・清掃作業時は、大気中の石綿濃度が数ｆ/mL～数100ｆ/mLの中等度の場合が多かったことが報告されている。

	
	4 石綿等を取り扱う工場等の敷地境界における石綿粉じん濃度は、大気汚染防止法において、規制基準として、5ｆ/Ｌが定められている。




	問題5
	「建築物と石綿関連疾患、気中石綿濃度、健康影響評価」に関する①～④の記述のうち、不適切なものを選びなさい。

	
	1 日本において「吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作業（建設業以外）」に分類された石綿関連疾患の発症事例は、100名を超えていて、疾患としては、中皮腫が最も多い。

	
	2 建設業の石綿ばく露は、主に(1)新築時の吹付け、切断、加工等によるもの、(2)建築物維持管理・補修等の吹付け石綿及び飛散しやすい石綿含有建材によるもの、(3)建築物改築及び解体時の石綿含有建材によるものの３種類である。

	
	3 作業を行わない静かな部屋では、空気中の石綿は自然沈降により床面に堆積するが、その部屋で作業を行うと床面の堆積物が再飛散し、おおむねこの再飛散により３倍程度に石綿の気中濃度が上昇するという報告がある。

	
	4 複数の建物を調査する場合に、国土交通省が定めた建築物の石綿含有建材調査の優先度では、高齢者が長く滞在する建築物は優先順位が最も高い。




















　　　　　　　　
【一般】第２章　建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識　2
	問題6
	「大気汚染防止法、建築基準法その他関係法令」に関する①～④の記述のうち、不適切なものを選びなさい。

	
	1 大気汚染防止法の規制の対象作業は、石綿を飛散させる原因となる建築材料が使用されている建築物等の解体、改修等が対象となる。

	
	2 解体等工事が平成18（2006)年９月１日以降に工事着手した建築物の解体、改修等の建設工事に該当する場合は、特定建築材料の有無の目視による調査は不要とする。

	
	3 解体等工事の元請業者又は自主施工者が行う事前調査結果等を表示した掲示板の設置が必要である。

	
	4 大気汚染防止法において、解体等工事の元請業者は、建築物の解体等を行うときは、あらかじめ特定建築材料の使用の有無を調査することが義務付けられているが、自主施工者に対しては義務付けられていない。




	問題7
	「大気汚染防止法、建築基準法その他関係法令」に関する①～④の記述のうち、不適切なものを選びなさい。

	
	1 大気汚染防止法では、建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計が100万円以上であるものについては、調査結果の都道府県知事へ報告が義務付けられている。

	
	2 大気汚染防止法において、特定粉じん排出等作業実施届出の届出者は、元請業者又は自主施工者である。

	
	3 建築基準法では、建築物の通常の利用時において、吹付け石綿及び吹付けロックウールで石綿0.1 重量パーセントを超えるものを使用することを禁止するとともに、建築物及び工作物の増改築時や大規模修繕・模様替え時にこれらの建築材料の除去等を義務付けている。

	
	4 建築基準法(第12条)における定期報告の対象となる建築物の場合、吹付け石綿及び石綿含有吹付けロックウールの使用の有無、使用されている場合の措置の状況についても報告事項となっている。








	問題8
	下表は、石綿の有無の判定結果が及ぼす影響を整理したものである。選択肢①、②、③、④は、表中の空欄ア、イ、ウ、エに該当する単語を示したものである。単語の組合せとして正しいものを選びなさい。

	
	① ア） 石綿なし
　 イ)　石綿あり
　 ウ） 必要な対策
　 エ） 断続的な健康障害

	
	② ア） 石綿あり
　 イ)　石綿なし
　 ウ） 不要な対策
　 エ） 継続的な健康障害

	
	③ ア） 石綿あり
　 イ)　石綿なし
　 ウ） 必要な対策
　 エ） 断続的な健康障害

	
	④ ア） 石綿なし
　 イ)　石綿あり
　 ウ） 不要な対策
　 エ） 継続的な健康障害
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	問題9
	「リスク・コミュニケーション」に関する①～④の記述のうち、不適切なものを選びなさい。

	
	1 石綿繊維の飛散に起因する健康障害のリスクは、石綿含有建材の除去作業などを行う元請業者と作業者のみに影響を及ぼす。

	
	2 リスク管理の６つのプロセスのうち「実施」において、リスク対策で重要な役割を果たす関係者を、意思決定過程に関与させることが重要である。

	
	3 リスク管理の６つのプロセスのうち「評価」の方法は、環境と健康のモニタリング、疫学調査、費用便益分析、関係者との議論などがある。

	
	4 日本国内において、石綿の飛散防止に関して周辺住民等とのリスク・コミュニケーションが図られ、工事が円滑に進むことを期待し、環境省から「建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスク・コミュニケーションガイドライン」 が2017（平成29）年に公表されている。




	問題10
	「石綿含有建材調査者」に関する①～④の記述のうち、不適切なものを選びなさい。

	
	1 石綿の含有状態の判断が困難な場合は、適切な試料採取と精確な分析評価を実施しなければならない。

	
	2 石綿含有建材調査者は、石綿に関する知識だけでなく、対策や工法にも精通しておくことが必要である。

	
	3 調査において、石綿含有建材調査者は、自らの石綿ばく露に注意することはいうまでもないが、共用中の建築物内部の生活者、労働者等の石綿ばく露を回避・低減するための十分な配慮も必要である。

	
	4 建築物の調査結果は、解体・改修工事の施工方法に影響するが、その後の建築物の利活用の方法、不動産価値評価などには影響しない。





















　　　　         【一般】第３章　石綿含有建材の建築図面調査
	問題11
	「建築一般」に関する①～④の記述のうち、不適切なものを選びなさい。

	
	1 建築基準法では、建築物の用途、規模、地域に応じて、建築物の壁や柱などの主要構造部を耐火構造又は準耐火構造とすることなどが義務付けられている。

	
	2 建築基準法において「壁及び構造上重要ではない間仕切壁」は、建築物の主要構造部である。

	
	3 建築基準法において「柱（構造上重要ではない間柱、附け柱を除く）」は、建築物の主要構造部である。

	
	4 建築基準法において「屋根（構造上重要ではないひさしを除く）」は、建築物の主要構造部である。



	問題12
	「建築一般」に関する①～④の記述のうち、不適切なものを選びなさい。

	
	1 建築基準法において、「２時間耐火」よりも「１時間耐火」の方が、より高い耐火性能を示すことになる。

	
	2 建築基準法では、耐火建築物の階によって要求される耐火性能が異なる。

	
	3 建築基準法において、建築物の最上階及び最上階から数えた階数が「2以上で4以内の階」における「柱」の要求耐火性能は、「1時間」である。

	
	4 建築基準法において、建築物の最上階から数えた階数が「5以上で14以内の階」における「床」の要求耐火性能は、「2時間」である。



	問題13
	「建築一般」に関する①～④の記述のうち、不適切なものを選びなさい。

	
	1 建築基準法で定められている「面積区画」について、高層建築物においては、区画の面積が小さくなるため、この区画を一般に「高層区画」と呼び実務上、中低層の面積区画と区別することもある。

	
	2 法令により、3層以上の竪穴には、竪穴区画が必要となる。竪穴区画が建築基準法に組み込まれたのは1969（昭和44）年であるため、これ以前の建築物では竪穴区画が無い場合がある。

	
	3 建築基準法の防火規制では、建築物の用途や規模に応じて、居室や廊下・階段などの壁や天井の仕上げを準不燃材料や難燃材料とすることが義務付けられている。

	
	4 建築基準法において、同じ建築物の中に異なる用途が存在し、それぞれの管理形態（営業時間など）が異なる場合でも、用途や管理形態の異なる部分を区画することは、特に定められていない。



	問題14
	「建築一般」に関する①～④の記述のうち、不適切なものを選びなさい。

	
	1 建築基準法で定義する建築設備のうち、昇降機にエレベータ―は含まれる。

	
	2 電気設備において、ケーブルが上下階や壁を貫通する場合の防火区画貫通処理に、「けい酸カルシウム板第2種」を使用することが多くみられる。

	
	3 空調設備において、冷温水を使って空調する方式のうち、ファンコイルユニットでは、吸音をかねてファンコイル設置の場所の壁に吹付け石綿が施工されていた。

	
	4 給排水設備では、ボイラー本体の断熱に石綿含有製品が使用されたが、配管には使われていない。



	問題15
	「石綿含有建材」に関する①～④の記述のうち、不適切なものを選びなさい。

	
	1 石綿含有吹付けロックウールの「乾式吹付け」の主材料は、工場で配合された「石綿」「ロックウール」「セメント」と「水」である。

	
	2 柱、はりの耐火被覆及び耐火間仕切り壁に用いられる石綿含有吹付けロックウールの湿式吹付けの比重は、0.4未満である。

	
	3 1954（昭和29年）以前は輸入材が使用されている可能性あるので、石綿無含有と判定することは危険である。

	
	4 人工軽量骨材であるバーミキュライトは、一般的にはバーミキュライト（雲母状を呈している含水けい酸塩鉱物）を高温（800～1,200℃）で焼成し、膨張（５～20 倍）させたものであり、白銀色～黄金色で、比重は0.08～0.4である。




	問題16
	「石綿含有建材」に関する①～④の記述のうち、不適切なものを選びなさい。

	
	1 石綿含有耐火被覆板は、1963年（昭和38年）ころから使用され、工場にてアモサイトなどの石綿を基材としてセメントと水とを混ぜ合わせて成形し、一定サイズのものが製造された。

	
	2 けい酸カルシウム板第2種は、1965（昭和40）年ごろから2004（平成16）年ごろ（データベースでは、1990年まで製造された）まで、耐火被覆材として使用された。

	
	3 屋根用折板石綿断熱材のち、石綿フェルトについては、折板の幅に合わせて製造され、工場で折板に接着される。建設現場にて接着されることもあった。

	
	4 けい酸カルシウム板には第1種と第2種があり、第1種はレベル２の建材で、厚さは６・８・12mmなどと薄いため、けい酸カルシウム板第2種と見分けることができる。




	問題17
	「石綿含有建材」に関する①～④の記述のうち、不適切なものを選びなさい。

	
	1 軽微な場合を除き、解体・改修工事に際しては、的確に石綿含有建材の使用状況など調査し、含有していないことが確認された場合以外は、適切な飛散やばく露防止措置を講じ、発生する廃棄物を適正に処理することが求められる。

	
	2 レベル３の石綿含有建材は、いろいろなメーカーが多種多様な製品として開発し、市場に流通するにいたった。そのため同様の石綿含有建材であっても異なる名前がつけられている。

	
	3 事前調査において石綿無しと判断するには、終期以降の製品も、メーカーから個別に証明書を取り寄せたり、分析により確認する。製品を確認できない場合は石綿含有とみなすか、分析により確認する。

	
	4 石綿含有建材のうち、石綿含有けい酸カルシウム板第1種の製造時期は、1960年から2004年である。







	問題18
	「石綿含有建材」に関する①～④の記述のうち、不適切なものを選びなさい。

	
	1 レベル３の建材において、「無石綿」「無石綿製品」の表示があっても、その表示は製造時の法令による基準におけるものであり、現在の0.1重量パーセント基準では、それだけでは石綿無しとはいえない。

	
	2 石綿含有スラグせっこう板の大半の製品が、「不燃材料」の認定を受けており、火気を使用する部屋での使用が可能である。

	
	3 石綿含有パルプセメント板は、耐水性が低いので主として内装材として使われるが、外装材として軒天井に使用された例もある。

	
	4 「ａマーク」の表示は、通常は製品１枚に１か所なので「ａマーク」があれば “石綿あり” といえ、なければ “石綿無し” といえる。



	問題19
	「石綿含有建材」に関する①～④の記述のうち、不適切なものを選びなさい。

	
	1 複合パネルは、表面をタイル模様に加工した押出成形セメント板の製品もある。

	
	2 石綿含有窯業系サイディングには、「木繊維補強セメント板系」、「繊維補強セメント板系」、「繊維補強セメント・けい酸カルシウム板系」の３種類があり、「木繊維補強セメント板系」については、石綿を原料としたものはない。

	
	3 石綿含有住宅屋根用化粧スレートは、製品厚さが薄く、踏み割れしやすいことから、野地板は平滑な合板を使用し、隙間なく張り詰める方法が多い。

	
	4 石綿含有ルーフィングは、目視で、石綿が含有されているか否かの識別は容易である。



	問題20
	「石綿含有建材」に関する①～④の記述のうち、不適切なものを選びなさい。

	
	1 石綿発泡体は、板状のスポンジで色はベージュとグレーで、ガラスクロスやアルミ箔を貼ったものもある。

	
	2 石綿含有シール材は、配管やダクトの気密性、液密性を保つためのものであり、静止した部分で使用されるものが「ガスケット」、可動部などで使用されるものが「パッキン」である。

	
	3 建築用仕上塗材自体は、塗膜が健全な状態では石綿が発散するおそれがないため、これを破断し、除去しても含有する石綿が飛散するおそれはない。

	
	4 石綿含有仕上塗材・下地調整塗材に使用された石綿はクリソタイルが多いが、中にはアモサイトやトレモライトが使用されている場合がある。



	問題21
	「書面調査の実施要領」に関する①～④の記述のうち、不適切なものを選びなさい。

	
	1 石綿調査の第1段階は、試料採取および分析から始まる。

	
	2 書面調査は、目視調査の効率性を高めるだけでなく、調査対象建築物を理解することにより、石綿建材の把握漏れ防止につながるものであるから省略すべきでない。

	
	3 書面調査における情報の入手については、図面や図面以外の情報をできる限り入手し、所有者へのヒアリングなどを行う。

	
	4 書面調査の結果をもって調査を終了せず、石綿等の使用状況を網羅的に把握するため、目視調査を行う必要がある【2006（平成18）年9月の石綿等の製造等禁止以降に着工した建築物等を除く】。




	問題22
	「図面の種類と読み方」に関する①～④の記述のうち、不適切なものを選びなさい。

	
	1 建築物を建設するにあたり、担当官庁（建築指導課・消防署など）に建築物を建てる許可を得るために「建築確認申請書」や各申請書類などを提出する。この時の図面を建築確認図面と言う。

	
	2 施工図の内容は詳細事項が多いため、理解するには専門知識が必要である。

	
	3 設計図書には、「仕様書」、「設計図」、「施工計画書」などがある。

	
	4 図面上の情報はあくまで図面に基づいて施工された段階の仕上がりを示しており、現在までの利用過程における改修作業等は反映されていないので、注意が必要である。




	問題23
	「図面の種類と読み方」に関する①～④の記述のうち、不適切なものを選びなさい。

	
	1 調査に当たる際は、建築確認図など設計図書の借用書を作成し、「建築物所有者」から借用させてもらう。

	
	2 建築図面などの借用時には、不要な部分の閲覧・複製をしない旨の説明は必要ないが、必要な部分の説明は省いてはならない。

	
	3 建築図書などの借用時には必ず借用書を作成し、返却の際は図面・書類を借用書に基づき返却を確認する。

	
	4 発注者等へのヒアリングは、依頼者、立会者に留まらず、必要に応じ過去の工事の経緯をよく知る者、例えば、よく工事を依頼している特定の工事会社も対象として行う。




	問題24
	「石綿含有建材情報の入手方法」「書面調査結果の整理」に関する①～④の記述のうち、不適切なものを選びなさい。

	
	1 石綿を含有する建材の最新情報については、国土交通省・経済産業省が公表している「石綿含有建材データベース」を活用できる。

	
	2 検索した建材がデータベースにないことを以って、石綿無しの証明にはならない。

	
	3 使用された建材や試料採取を行う建材の整理に用いる様式は、調査者が目視調査や報告書の作成に利用しやすい様式を用いればよい。

	
	4 国土交通省・経済産業省が公表している「石綿（アスベスト）含有建材データベース」は、公表されて以降、無断改変による混乱を避けるため更新されていない。














　　　　　　【一般】第４章　目視調査の実際と留意点
	問題25
	「目視調査の流れ」に関する①～④の記述のうち、不適切なものを選びなさい。

	
	1 石綿含有建材調査者は、改修や解体工事のための事前調査や建築物などの適正な維持管理のための建築物調査を担うこととなるが、調査の手法や装備などは調査の目的によって異なる。

	
	2 目視調査では、調査に必要な人数は何人か、調査できる時間やどのような前段取りや機材が必要か、予想される事態は何かなど調査全体にわたる計画を事前に検討しておくことが必要である。

	
	3 建築物を調査する際には、書面調査の結果がある場合はそれに基づき、一方書面調査で実施できなかった場合には目視調査時に建築物の概況を把握し、それぞれの場合に応じて、各個室などの建材使用状況を確認する。

	
	4 改修や解体工事のための事前調査では、解体・改修等を行う全ての建材が対象であるが、内装や下地等の内側等、外観からでは直接確認できない部分については調査を省略できる。




	問題26
	「事前準備」に関する①～④の記述のうち、不適切なものを選びなさい。

	
	1 調査に必要な試料採取用密閉容器（チャック付きポリ袋）は、メモ書きが可能で、サイズは２～３種類用意する。

	
	2 調査対象の現場が高所の時には、脚立などの足場を用いる。また、建材等を取り外す時には、バール、ハンマーなどが必要となる。

	
	3 調査時の服装のポイントは、「調査作業中であることを第三者に伝えること」、「石綿粉じんからのばく露防止対策」の2点である。

	
	4 目視調査では、高所であっても危険を伴う作業ではないので、墜落制止用器具を着装する必要はない。




	問題27
	「目視調査の実施要領」に関する①～④の記述のうち、不適切なものを選びなさい。

	
	1 目視調査に臨む基本姿勢として、事前調査の結果に基づく調査対象に則した動線計画は、動線を検討する時間を考慮しても、結果的には労力と時間の節約になる。

	
	2 採取した試料の採取用密閉容器（チャック付きポリ袋）などに記載することになっている必要事項は、後からまとめて記載するのではなく、試料採取したその部屋で記入し、忘却や試料の混同を避けるようにする。

	
	3 目視調査に臨む基本姿勢として、現地での目視調査はできるだけ多くの石綿含有建材調査者で行い、できるだけ短い時間で終えるようにする。

	
	4 目視調査は、調査者が現地に到着し建築物を確認した時点から始まり、まず建築物の外観をじっくり観察する。







	問題28
	「現地調査の実施要領」に関する①～④の記述のうち、不適切なものを選びなさい。

	
	1 定礎は、調査対象の建築物の竣工時期、建築主、施工業者等の事項が刻印されているので、建築時期が分かることで石綿含有建材の製造時期等に関連する重要な要素の一つとして参考にすることができる。

	
	2 現地調査に臨む基本姿勢として、狭隘部での調査の後は、作業衣の背中などに繊維が付着していないことなどを点検し、調査終了時には使用した用品の洗浄や試料の確認、石綿含有建材調査者自身の「洗顔」「うがい」などを励行する。

	
	3 石綿含有建材の調査にあたっては、建築の基礎知識として、建築物の一般的な構造や建築基準法などの法制度に関する最低限の知識などの習得が必要である。

	
	4 レベル３の石綿含有建材は、内装制限（不燃材料等）が要求されている箇所に使用もされており、法令以外の用途（意匠や吸音、防水性能等）では使用されていない。




	問題29
	「目視調査の実施要領」に関する①～④の記述のうち、不適切なものを選びなさい。

	
	1 試料採取時は屋内を閉め切り、換気扇は停止する。

	
	2 安全措置の確保ができていないような箇所では、決して無理をしない。何よりも安全が第一であり、試料採取に危険を伴う場合は調査報告書に採取不能であった理由を記載すればよい。

	
	3 レベル１の吹付け材は、目視での石綿含有・無含有の判断は出来ない。過去の記録等で「石綿あり」とされている場合を除き、サンプリングを行い、分析を行う。ただし、石綿が使用されているものとみなして労働安全衛生法令に基づく措置を講じれば、分析による調査は行わなくてもよい。

	
	4 レベル2の石綿含有建材のうち、けい酸カルシウム板第2種は「表示」により石綿含有の有無について判定できる場合はない。




	問題30
	「目視調査の実施要領」に関する①～④の記述のうち、不適切なものを選びなさい。

	
	1 石綿含有成形板の裏面の表示は、誤表示もありうるので、一つの表示だけでなく総合的に判断するとよい。

	
	2 せっこうボードにおいて、不燃番号が制度改正以降のＮＭやＱＭといった新番号の表記は、「平成10年５月以降の製品」なので、石綿無含有と判断できる。

	
	3 調査において、同一と考えられる建材の範囲については、色を見たり、成形板であれば触ってみる、叩いてみる、外してみる等により、知識と経験を持って総合的に判断する。

	
	4 改修・解体のための事前調査では、必要があれば取外し調査（場合によっては破壊を伴う）を行い、すべての範囲について調査を行う必要がある。









	問題31
	写真の建材の裏面から得られる情報①～④の記述のうち、不適切なものを選びなさい。

	
	1 アスノンという製品名は、メーカー名を調べる手がかりとなる。

	
	2 国土交通大臣認定不燃材料ＮＭ－８３１４だけでは、メーカー名は表示されない。

	
	3 アスノンという製品名から、建材の一般名を調べる手がかりとなる。

	
	4 無石綿と表示されているので、現在の法律においても、「石綿は含有していない」と判断できる。
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	問題32
	「試料採取」に関する①～④の記述のうち、不適切なものを選びなさい。

	
	1 採取試料は、あらかじめ調査計画段階で「発注者」と協議して、仮決定しておくと、その後の調査が円滑に進められることも多い。

	
	2 吹付け材は、現場において、吹付材料を対象物に吹付けて完成するが、完成したものは材料組成が「不均一」になっている可能性が高い。

	
	3 吹付材のうち、主成分がバーミキュライト主体の吹付材に関しては、厚み2㎜以上がほとんどのため、この場合は10cm角程度の試料採取を行う。

	
	4 吹付け材において石綿の含有率が低い場合は、吹付材に含まれる石綿の不均一性を十分考慮する必要がある。




	問題33
	「試料採取」に関する①～④の記述のうち、不適切なものを選びなさい。

	
	1 吹付け材の試料採取は、該当吹付け材施工表層から下地の中間地点までの試料の採取を前提に行う。

	
	2 吹付け材において、吹付け層全体の表面の色において、一部分、吹付け層の色が異なる場合は、その一部分は補修した可能性が高いため、その部分は既存部分とは別の試料として採取を行う。

	
	3 一建築物であって、耐火被覆の区画に関し、記録がなく、かつ耐火被覆の業者（吹付け業者）が不明確な場合、各階を施工範囲とする。

	
	4 内外装仕上げ材の下にレベル１建材が存在する事例として、天井ボードなどで囲われている様なケースにおいて、グラスウールなどの下に石綿含有建材が吹き付けられていたことがある。




	問題34
	「試料採取」に関する①～④の記述のうち、不適切なものを選びなさい。

	
	1 保温材には、成形保温材と不定形保温材があり、建築物の小型ボイラー等の配管に使用される保温材は「不定形の保温材」がほとんどである。

	
	2 成形板の試料採取に当たっては、採取部位を養生後、飛散抑制剤等で採取箇所を湿潤化し、鋭利な道具で切り抜くように採取する。

	
	3 複層仕上塗材は表面に凹凸模様のテクスチャー（質感）が付与されていることが多く、これらの凹凸部分を形成している主材は、どの部分であっても組成は均一である。

	
	4 建築用仕上塗材の試料採取は、施工部位の２箇所から１箇所当たり容量10cm³程度を目安に試料を採取する。




	問題35
	「目視調査の記録方法」に関する①～④の記述のうち、不適切なものを選びなさい。

	
	1 目視調査の記録方法のポイントは、現場で、「①迅速・簡易に情報を記入できるもの」、「②調査箇所に漏れがないことを確認しやすいもの」の２点が挙げられるが、「調査・判断の流れに沿って記入しやすいもの」とする必要はない。

	
	2 撮影に際しての留意事項として、カメラの画素数は、国土交通省電子納品に関する要領・基準におけるデジタル写真管理情報基準に準じる。

	
	3 デジカメはメモ代わりにもなるので、たくさん撮影することが編集に役立つ。ただし１シーンを２枚ずつ同じ位置で連続して撮るのは無駄なこと。

	
	4 石綿含有建材調査者は、維持管理の注意事項を調査報告書に記載する際には、年に数回程度の入室者にも、あるいは将来の改修工事の作業者に対してであっても、粉じんばく露の可能性があることが伝わるようにする。




	問題36
	「目視調査の記録方法」に関する①～④の記述のうち、不適切なものを選びなさい。

	
	1 「やや劣化」とは、全般的に表面などの劣化が進み、毛羽立ちなどが発生している状態を表す。

	
	2 吹付け石綿の化粧仕上げの経年劣化による表面の毛羽立ちなどは、石綿含有吹付けロックウールと較べて相対的に少ないといえる。

	
	3 解体・改修時の事前調査結果の報告書について、厚生労働省の通達では、「調査の責任分担を明確にする」ことが求められている。

	
	4 調査する部屋に天井にボードがある場合は、「囲込み済」であり、飛散の可能性は極めて僅かである。











	問題37
	「建材の石綿分析」に関する①～④の記述のうち、不適切なものを選びなさい。

	
	1 定性分析方法３は、「電子顕微鏡法」による定性分析方法である。

	
	2 定性分析法３の電子顕微鏡法は、定性分析法１または定性分析法２を補完するものであり、定性分析法３単独で石綿無しの判定を行う方法ではない。

	
	3 定性分析方法１及び定量分析方法２は、建材製品、天然鉱物のアスベスト分析には適用できるが、それらを原料としてできた製品中のアスベスト分析には適用できない。

	
	4 定性分析方法２及び定量分析方法１は、建材製品中のアスベスト分析だけを対象としており、また、ILO 条約の精神を踏まえ石綿除去作業者等の安全衛生を考慮して作成した方法である。




	問題38
	「調査票の下書きと分析結果チェック」に関する①～④の記述のうち、不適切なものを選びなさい。

	
	1 試料を分析機関に送付後、部屋別の目視調査個票を下書き程度でもよいので、調査日からあまり時間を経ずに、忘れないうちに部屋別に整理しておくことが望ましい。

	
	2 部屋別の目視調査個票と、部屋別の写真は別々に取り纏める。

	
	3 二層吹きの吹付け材の場合、分析結果に疑問や違和感はないかを確認する。

	
	4 定性分析方法１の分析結果の場合、層別の区分や結果に疑問や違和感がないかを確認する。


　






















　　　【一般】第５章　建築物石綿含有建材調査報告書の作成
	問題39
	「目視調査総括票の記入」に関する①～④の記述のうち、不適切なものを選びなさい。

	
	1 建築物の概要欄における建築物の名称は、調査時点での名称を記入する。

	
	2 建築物の概要の検査済証交付日・番号は、可能な限り年月日まで記入する。

	
	3 所有者情報提供依頼概要欄において図面有りの場合は、竣工図・仕上表・矩計図に〇をする。

	
	4 今回調査の概要欄における調査者氏名は、本調査を主体的に行った者の氏名及び登録番号を記載する。また、補助した者の名前についても必ず記載する。




	問題40
	「目視調査総括票の記入」に関する①～④の記述のうち、不適切なものを選びなさい。

	
	1 今回調査箇所欄は、調査対象建材があった部屋だけの記載ではなく、調査できなかった部屋も含め、全部屋について記載する。

	
	2 今回調査箇所欄における棟・階は、多くの建築物は独立した１棟であるが、複数棟ある場合（〇〇棟）に、各棟が同時期に建築され、仕様が同一であればまとめて記載してもよい。

	
	3 今回調査箇所欄における部位は、梁・柱など建築一般呼称でよい。採取した位置を指しているのではなく、石綿含有可能性材があった部位の全部を示している。

	
	4 今回調査できなかった箇所欄は、石綿含有建材調査者の見落としと区別する意味においても、階・部屋名などを記載するとともに、図面で図示し（色塗りなど）、その理由も簡潔に記載する。




	問題41
	「目視調査個票の記入」に関する①～④の記述のうち、不適切なものを選びなさい。

	
	1 外観の記入にあたっての注意事項として、定礎があれば、その刻印された内容についてメモをとるだけでなく、近寄って写真に収めておく。

	
	2 外壁構造について、建築物正面側は化粧仕上げとなることが多いが、カーテンウォールやプレキャストコンクリート、軽量気泡コンクリート、押出成形セメント板などの種別にも注視する。

	
	3 部屋ごとの記入における材料名は、材料の形態を統一された一般名称で記載する。この場合、略称や通称での記載は不可である。

	
	4 写真集の作成にあたっては、調査に補助員がいる場合でも、調査報告書を作成する石綿含有建材調査者自身がカメラマンとならないと、編集時に混乱をきたすことになる。










	[bookmark: _Hlk77082341]問題42
	次の①～④のうち、事前調査記録の記載事項に含まれないものを選びなさい。

	
	1 事業者の名称、住所及び電話番号　　

	
	2 目視による確認が困難な材料の有無及び場所

	
	3 事前調査を行った部分（分析調査を行った場合は、分析のための試料を採取した場所を含む）

	
	4 調査対象の建築物等の竣工日




	問題43
	「所有者等への報告」に関する①～④の記述のうち、不適切なものを選びなさい。

	
	1 建築物の所有者等へ調査報告書には、現地調査総括票、現地調査個票、石綿分析結果報告書、その他添付資料が含まれる。

	
	2 報告に当たっては、建築物における石綿の健康影響に関する基礎知識、リスクコミュニケーションの知識とその実施に関する技術などを踏まえ、建築物の所有者等の利益を優先してアドバイスすることが重要である。

	
	3 建築物等の所有者も石綿飛散防止対策に責務を有していることから、解体・改修工事や石綿の除去までではなく、調査を終了した月から3年間記録を保存することが望ましい。

	
	4 建築物所有者によっては、石綿含有製品の基準の変更等により、複数回の調査を余儀なくされたことが負担になっているとの指摘があることも、石綿含有建材調査者は理解しておく。



＊４３問で問題は終了です。
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